
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森田さくら児童クラブの入会案内 
お預かりする児童 

 ・原則として小学校１～６年生の児童 

・保護者が就労等により昼間家庭に不在である児童 

・その他健全育成を図る必要がある児童（保護者が病気療養中，産前産後期間，家族介護等） 

令和４年度の開設日 

 ・令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

・月～土（第 2・4 土曜，日曜，祝日，8 月 13 日～15 日，12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

・小学校が長期休暇期間中（夏休み・秋休み・冬休み・春休み） 

開設時間 

 

 

 

学校開校日 
下校時～午後 6 時まで 

（延長利用登録児童は，午後 6 時 30 分まで) 

土曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時まで 

学校休業日 

（夏・秋・冬・春休み） 

午前 8 時 30 分～午後 6 時まで 

（延長利用登録児童は，午前 7 時 45 分～午後 6 時 30 分) 

定員        30名 

保護者負担金 

 会費  月額 5,000 円 利用日数の多少に関わりません。 

おやつ代  月額 1,500 円 給食費は別途徴収します。 

延長利用料 月額 1,000 円 
延長登録児童のみ。延長登録せずにお迎えが午後６時を

過ぎた場合，都度利用料 500 円が必要です。 

 給食費 １食 250 円 長期休暇期間中の月～金の給食代です。 

  ※保護者負担金は口座振替での徴収をお願いしています。手数料（88円）ご負担をお願いします。 

 

 

 

 

令和４年度 

森田さくら児童クラブ入会案内 

 
「森田さくら児童クラブ」は、森田さくらこども園の２階で社会福祉法人さくら会が

福井市から委託を受けて運営しています。 

 森田さくら児童クラブは木の温かい雰囲気の中で宿題、スポーツ等を通して楽しく

過ごします。また、地域の方々のご協力のもと絵本の読み聞かせ、お茶、英語教室、ダ

ンス教室、陶芸、音楽鑑賞会、iPad などの色々な経験体験をします。 

長期休業時の昼食は、森田さくらこども園の温かい給食を食べます。月に数回、手作

りおやつやクッキング等も計画しています。 

 



 

 

 

 

 

入会申込時の提出書類 

 

 

□「福井市放課後児童クラブ入会申込書」 

 入会をご希望の方は，令和 4 年 4 月 1 日現在の状況をご記入の上、ご提出下さい。 

□「利用調査表」 

 必要事項をご記入の上、ご提出下さい。 

□「入会を必要とする理由」（同居する成人全員） 

理由 提出書類 

就労（勤務される場合） 勤務（採用予定）証明書 

就労（自営の場合） 事業（自営等）申告書 

妊娠・出産 母子健康手帳の写し 

疾病・障がい 診断書等の写し 

看護・介護 診断書等の写し 

求職活動中 ハローワークカード等の写し 
 

入会申込の受付 

 申込配布期間 令和３年 11 月 24 日(木)～令和３年 12 月 23 日(木) 

申込書提出期間 令和３年 11 月 24 日(木)～令和３年 12 月 23 日(木) 午後 7 時まで 

 提 出 場 所 さくら認定こども園事務室 

入会審査結果の通知 

 入会の可否につきましては，令和４年２月１日(火)頃に書面で通知いたします。 

「森田さくら児童クラブ」入会申込書についてのご注意 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

森田さくら児童クラブは，提出された入会の申込書類を元に審査を行います。その審査結果に従い

入会の可否を決定します。 

入会審査時，入会申込書等に記載されている住所及び家族構成等の確認を行うために，福井市の担

当部署を通じて調査をお願いすることがあります。 

入会申込書等に，虚偽の報告があった場合，入会をお断りすることがあります。 

申込書・申請書に記入して頂く情報は，利用者の入会審査を行うこと及び入会後の保護者へのご連

絡を目的に提出をお願いしています。提供された情報を目的外に利用することは致しません。 

 

お問い合わせと書類提出は「さくら認定こども園」まで 


